
 

社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会 

 

 

 

鹿屋市社会福祉協議会では，新たな年を迎えるにあたって「地域のたすけあい

や支え合い活動など住民の主体的な参加によって支えられている地域福祉活動

を推進する事業を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な助成事業内容 

①要援護世帯（身寄りのない一人暮らし高齢者や障がい者世帯等）を支援し地域

福祉を推進する事業 
（例）・年末年始の見守り訪問活動・安否確認の声かけ活動・おせち料理等の会

食会など 
 
②地域の年末年始にちなんだ行事で，地域住民や各種団体等が交流を深め地域
福祉を推進する事業 

（例）・クリスマス会・火の用心回り・餅つき・門松づくり・しめ縄づくり・年
越しそば打ち・鬼火だき・ぜんざいの振る舞いなど 

２ 対象団体 

①各町内会 ②民生委員児童委員協議会 ③高齢者クラブ ④鹿屋市ボランテ

ィアセンターに登録している団体 ④各サロン団体 ⑤その他の団体（鹿屋市

において地域福祉推進を図るため社会福祉活動を行う団体で法人格を持たない

団体 

 

回覧 

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

 

 
         

 

地域歳末たすけあい事業助成金 

三世代交流 しめ縄作り 鬼火炊き 



３ 事業実施期間 

  令和６年 12 月 1 日～令和７年 1 月 31 日まで 

 

４ 助成総額 

   助成総額 1,250,000 円 

※一団体当たりの助成金額は，25,000 円を上限とします。 

５ 事業対象経費 

  事業の実施にかかる直接経費に限ります。ただし，既製品（弁当や飲み物，

賞品など）は対象外になります。 

６ 助成の決定 

（１）申請後，事業の内容及び助成金の使途計画等を審査のうえ，助成の可否及

び助成額を決定します。助成金については，予算の範囲内で決定します。な

お，応募者が多数の場合は，全ての団体に助成できないことがありますので，

ご了承ください。 

（２）同じ取り組みに対して複数団体からの申請はできません。 

７ 助成決定後の手続き 

助成金の交付決定通知後，事業を実施し終了後１０日以内に実績報告書及
び請求書を提出してください。受付けて内容を確認した後，助成金を交付
いたします。 

８ 募集期間 

 
 
 

 

※申請書は鹿屋市社協のホームページからダウンロードされるか，来所に

てお受け取りください。ご不明な点は下記の連絡先までお問い合わせくだ

さい。 
    

 

 

 

 

 
 

社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 
本所（地域福祉課） ＴＥＬ０９９４‐４４‐２２７７ ＦＡＸ０９９４‐４４‐７７５７ 
吾平支所       ＴＥＬ０９９４‐５８‐８８６０ ＦＡＸ０９９４‐５８‐８８７０ 
串良支所       ＴＥＬ０９９４‐３１‐４４００ ＦＡＸ０９９４‐３１‐４４０１ 
輝北支所       ＴＥＬ０９９‐４８６‐０７７７ FAX０９９‐４８６‐１３３３ 

令和６年 10 月 11 日（金）～11 月５日（火）まで 


